
件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

千代田区地域カルテの作成業務

概

特命随意契約理由書

1

事

要

口
ロロ

士木・建設

物品・委託

区では、令和4年度に改定した「千代田区地域福祉計画2022」(以

下「地域福祉計画」という。)の基本理念である「地域で暮らす多様な

人々がお互いを尊重し、つながり、支え合う「地域共生社会」の実現」

に向けて、保健福祉分野の相談員やコーディネーターの連携強化、地域

で区民を支援する連携体制の構築等を進めている。

計画に位置付けたコーディネーター、相談員等支援者の地域情報の共

有や地域特性の理角到足進、地域アセスメントの支援、区民への福祉教育

等での活用を想定し、地域福祉計画の別冊として「千代田区地域カルテ」

を作成する。

・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

選定理由

フタ

下記業者は、「地域福祉計画」の改定支援業務を受託した事業者であ

る。本事業者は、計画の改定にあたり、区内の高齢者や障害者等に対す

るサービスの提供体制及び町会・自治会やボランティア団体等の地域福

祉活動の現状等について調査を行っており、区内の地域資源に関する情

報を蓄積している。また、計画冊子は事業者の社内デザイナーによる独

自のデザインで作成されている。

「千代田区地域カルテ」は、「地域福祉計画」の別冊として作成する

ものであり、掲載した地域資源の情報やレイアウトやデザイン等の再利

用が可能になるとともに、計画との整合を図ることが期待できる。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

、

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

委託期間

担当課

令和

根拠規定

株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所

東京都文京区本郷3丁目23-1クロセビア本郷6F

ζ年9月ルロ

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

2,97d, 0 O P

契約締結日の翌日から令和6年3月1日

保健福祉部福祉総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

名
地

人
在

法
所

工
物



件 名

種

工事場所
(工事案件のみ)

資源化業務に係る古紙・びん・缶等の売却(10月分)

類

特命随意契約理由書

概

事 士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物品・委託、(〔亙三^(売去の

要

選定理由

区内で回収された資源物を売却できるよう処理をした後、再生資源
として資源化ルートに乗せるものである。

(1)資源回収・資源化業務の受託業者であり、同一業者が本業務を実
施することにより、効率的に資源化ルートに乗せる.ことができる。

(2)清掃事業が東京都から千代田区に移管される平成12年度以前か
ら資源回収をしているという実績もあり、平成12年3月27日に
よ「長年にわたり培ったお互いのパートナーシップに基づき、今後
ともごみ減量・りサイクル事業推進について、必要に応じ協議する
ものとする」とした協定書を交わしている。
以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

783

※契約金額

その他工事

契約期間

千代田区りサイクル事業協同組合

東京都千代田区飯田橋2-12-1

令和 5年 q 月リ日

担当課

根拠規程

＼

0

2,13ξβ50

令和5年10月1日から令和5年10月31日まで

この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公
表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ
ています。
※印を示した項目については、契約課で記入します。0

千代田清掃事務所

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)※支出限度額(単価契約)

品

工
物

名
住

称
所



件

種

工事場所
(工事案件のみ)

名

概

特命随意契約理由書

類

富士見みらい館劣化診断結果等の妥当性調査等業務

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・Ξ、その他

要

選

富士見みらい館のSPC(アンファン富士見株式会社)が実施する
建物等劣化診断結果等の妥当性にかかる調査等

定

(1)下記業者は、「教育施設・児童福祉施設等の劉肩改修の技術的
支援業務」の受託者である

(2)上記の事業において、富士見みらい館のPF1事業の期間満了
に伴う次期維持管理手法への引継ぎについて、区は下記業者から
建築・設備等専門技術者によるアドバイス等の支援を受けている

(3)本事業は、PF1事業の期間満了に伴う次期維持管理手法への
引継ぎに必須の事業であり、下記業者は技術的支援業務を通じて
引継ざに関する経緯・経過の詳細を知る唯一の業者である

以上のことから、下記業者を契約の相手方とする。

理 由

7吟

契約の相手方

※契約年月日

※

契

契約金額

担

約

根

名称

住所

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表
項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま
す。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

期

当

拠

明豊ファシリティワークス株式会社

千代田区平河町二丁目7番9号

令和 S 年9月 Se

間

規

課

契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで

/ 6,/26,000

定

子ども施設課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

麹町中学校中央監視装置機器部品交換業務

概

工事

物

要

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭詔、その他

選定理由

品

耐用年数を経過し、一部不具合を生じている麹町中学校の中央監視

装置機器の部品交換を行う。

下記業者は、麹町中学校改築工事における中央監視機器の設置業者

であり、機器の保守業務も行っている。

老朽化により不具合が生じているため機器の部品交換を行うにあた

り、当該部品は既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分

の関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確になり、また、故

障発生時に原因究明・故障修理などの対処が困難になるなど、業務の

履行を達成できない。

以上の理由により、下記業者を約の相手方に指定する。

qq l

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

称

契約期間

パナソニックEWエンジニアリング株式会社

港区東新橋1-5-1パナソニック東京汐留ビルフ階

担当課

所

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

ξ年 q月

契約締結日の翌日から令和6年2月29日

子ども部子ども施設課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

部9,300

50

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区施設保全情報管理システムの更新業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i司、その他

選定理由

本業務は、平成26年度に導入した区有施設の営繕に関する図面管

理機能、施設台帳等管理機能、中長期保全計画作成機能の各機能を連

携して運用する施設保全情報管理システムを更新することにより、施

設保全管理の効率化を図ることを目的とする。

1.プロポーザノレ年度令和5年度

(令和5年8月22日付5千政施経発第254号)

2.言亥、与

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号

3.継続年数初年度

プロポーザルによって選定された下記事業者を契約の相手方に

指定する。

契約の相手方

79ご

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社ファインコラボレート研究所

匂年令和

根拠規程

東京都港区元赤坂一丁目1番15号ニュートヨビノレ

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。
、

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで

q 月朽

政策経営部施設経営課

16βWO,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

車高センサー保守点検業務(第328号)

特命随意契約理由書

工

概

事

物

士木・建設・設備・設計、測量＼地質調査・その他工事

物品・委託その他口
ロロ

要

選定理由

本件は、千代田区神田相生町にある明神坂ガードを通過する車両に

車高制限を注意するための車高計、超音波式車両感知器、車高警告表

示板の正常な運用を確保するため点検、清掃、補修を行うものである。

本件の設備は、平成17年度に施行された秋葉原駅付近地区士地区

画整理事業において、小糸工業株式会社が設計施工し、ミナモト通信

株式会社が保守部品の調達及び各機器の点検を行っているものであ

る。

本件は、保守業務契約の履行者に履行させることにより、工期の短縮、経

費の節減が確保できる等有利と認められ、また、既設機器と密接不可分の

関係にあり、本設備を熟知している保守点検業者以外の者に施工させた

場合、故障発生時の原因究明・故障修理などの対処が困難になるなど、当

該設備の使用に著しい支障が生ずるおそれがある。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方として指定する。

80,1

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

所在地

契約期間

＼

ミナモト通信株式会社関条支,エ,

江戸川区小松川三丁目3番3号

担当課

令和

根拠規程

5年9月24日

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

いまず。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和6年2月29日
＼

道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

638,000 円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

敬老会参加者用菓子の購入

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、趣邑)委託、その他

要

選定理由

75歳以上の方を対象とする区主催の敬老会実施にあたり、参加者

のお士産として和菓子を配布する。

敬老会参加者用の菓子については、地域経済活陛化対策及び 75

歳以上の高齢者が身近に口にする和菓子を選択することが事業の

趣旨に合致するとの観点から、東京和菓子商工業組合の麹町支部・

神田支部に所属する千代田区内の業者から口ーテーションで購入

することとしている。購入にあたっては、単価の上限を定め、敬老

会参加者の人気の高い商品とするととから、購入先が限られる。

今年度は麹町支部へ受注可能な業者の推薦を依頼したところ、麹

町支部長から下記指定業者の推薦を受けたところである。

以上の理由により下記業者を指定する。

フ'9

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

1

納入期日

称

担当課

所

有限会社宝来屋本店'

千代田区九段南2-4-15

令和ξ年9月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和5年9月25日

ノ

保健福祉部福祉総務課福祉総務係

/,フ/ク,720

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

i

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

特命随意契約理由書

障害者理解促進事業用啓発物品(卓上カレンダー)の購入

概

屡回・委託、その他

要 障害を持つ人が地域社会で十分に活動していくためには、人々の

障害に対する理解を促進することが必要であり、その活動の一環と

して、障害者理解促進事業用啓発物品(卓上カレンダー)を購入し、

配布するととによって、障害者に対する理解を深めることを目的と

した事業である。

選定理由 下記業者は、世界中で活動し、障害者が口や足で描いた作品を複

製し、販売している。その収入が障害者の奨学資金や生活の支えと

なっている。

したがって、障害者の自立支援の一助となるため、障害者団体で

はないが、下記事業者を契約の相手方として指定する。

79 ヲ・'

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

所在地

/

納入期限

口と足で描く芸術家協会(口と足で描く芸術家出版)

新宿区市谷砂士原町3-4 生泉市ケ谷ビル

担当課

7月2ι日令和ζ年

根拠規程

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和5年Ⅱ月1日

9タ、 7 go o

保健福祉部障害者福祉課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

r
円(消費税を含む)



件

種

名 常磐橋修理工事に伴う専門委員会運営協力及び報告書作成業務

工事場所

(工事案件の

み)

類

特命随意契約理由書

工事

物

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品'・1委起、その他

概

品

要

本業務は、平成23年から令和2年まで実施してきた常磐橋修理工

事の成果記録や保存内容を検討するための専門委員会運営を協力す

るとともに、文化財修理報告書作成を行う業務である。

常磐橋修理工事は、全国でも数少ない石造アーチ橋の復旧工事で

あり、極めて専門性が高いものである。本工事の設計・監理業務は、

平成23年から継続して下記事業者が行っており、同様に平成28年

から専門委員会の運営協力を行ってきた。

本業務は、完了した常磐橋修理工事に関する報告書の作成業務を

含むため、工事実施時の所見や経緯及び記録類等を把握している施

工監理業者以外の事業者による実施は困難である。併せて実施する

委員会での審議も報告書の記載内容に関する内容が想定されるた

め、業務として不可分である。

以上の理由により、下記業事者を契約の相手方に指定する。

選定理由

Σoq

契約の相手方

※契約年月日

名称

住所

※契約金額

契約期間

株式会社文化財保存計画協会

東京都千代田区ーツ橋2-5-5

担当課

g年y月r令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和6年3月31日

地域振興部文化振興課(文化財係)

6,9960CC)

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

南堀留橋塗装等工事修正設計業務(第327号)

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・匝亘)測量、地質調査・その他工事

概

物
^
ロロ

要

物品・委託・その他

本業務は、千代田区が管理する南堀留橋の塗装等工事を行うにあた

り、工事の施行に必要な関係機関協議を行うとともに、効率的に工事

を施工するため、施工計画を検討し、既製の設計図書を更新するもの

である。

選定理由

下記業者は、南堀留橋の塗装設計業務を含む「新川橋他1橋塗装等

設計業務(第 3Ⅱ号)」(令和4年度実施)の実施業者であり、既設

計と密接不可分の関係にあるため、同一受託者以外の場合、一体的な

設計ができなくなるなど著しい支障があるものである。また、調査・

点検、設計内容、河川管理者等との協議経緯を十分理解していること

から、履行期間の短縮・業務品質や経費面で有利である。なお、前年

度の履行成績は良好である。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

803

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

所在地

担当課

株式会社高島テクノロジーセンター

東京都千代田区丸の内一丁目Ⅱ番1号

ち年9月12 B令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和6年3月29日

環境まちづくり部道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

2957qoo 円(消費税を含む)

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

目印シールの作成

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

口
ロロ

選定理由

物品・委託、(乏三1四

資源回収やごみ収集の共同集積所であることを示すために貼るシ

ールを作成する。信十2種類)

当案件について、令和5年8月30日に指名競争入札を行ったが、

応札者がなく、不調返戻された。そこで、下記業者と交渉したところ、

価格、条件を変更せず本案件を請け負えることとなったため、契約の

相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

746

※契約金額

名称

納入期限

住所

株式会社森の印刷屋

東京都中野区本町4-44-13

担当課

ぢ年9月/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和5年10月16日

千代田清掃事務所

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号

1,2弓・0,又00

日

西京城西ビル2階

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

合同子ども会劇団公演業務

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品・倭^その他

幼稚園、こども園、保育園に通う5歳児を対象にした観劇会を実

施し、児童の豊力寸ご情操を養う。

①公演を委託する団体の条件としては、5歳児を対象とした内容の

演目が提供でき、かつ希望する公演時間(1時間程度)で実施可

能であること。

②担当教諭が、 3つの劇団の6つの公演を下見し、その報告を基に

上記①の条件を満たせるかどうか、また、子ども会を実施する会

場での上演が可能かどうかを、幼稚園、こども園、保育園全園で

評価、検討した結果、下記劇団の演目を採用することに決定した。

上記の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

9が7

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称:伯)劇団かかし座

所在地:神奈川県横浜市都筑区南山田町4820-1

契約期間

担当課

ぶ年 q月"ロ令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和5年11月15日(水)まで

学務課

/,324, q30

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

1

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

塵芥車(小型プレス車)の賃貸借(再リース)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・^、、その他

要

選定理由

千代田清掃事務所(飯田橋車庫)で業務用として塵芥車(小型プレ

ス車)を賃借しているが、契約満了を迎えるにあたり契約期間を1年

延長する。

1 経緯平成30年度入札により平成30年12月13日から令和5年

12月12日までの長期継続契約(NO.7のを行った案件が契約満了と

なることに伴い再リースを行う。

2 現在使用している車両は5年リースを条件として平成30年度途

中から使用開始したものであるが、継続使用に問題はないことに加

え、賃借期間を1年延長しても使用に耐えられることが見込まれる

ことから、慣れた同一車両について再リース契約を締結する。

3 昨今の半導体供給不足等で時期的な見通しの立たない新規車両

調達までのつなぎとしては新規リースに比べ費用対効果の観点に

おいても妥当であり、経費節減が確保でき、有利と認められる。

上記の理由により、下記の業者を契約の相手方に指定する。

＼
787

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

日本力ーソリューションズ株式会社

東京都千代田区外神田四丁目14番1号

担当課

令和 5年

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和5年12月13日から令和6年12月12日
＼

q月

環境まちづくり部千代田清掃事務所飯田橋車庫

/ 57又120

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

秋葉原UDX

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

第19回ちょだ文学賞に係る周知等業務

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・託その他

選定理由

要 第19回ちょだ文学賞の作品募集を周知するため、関連施設で要項

等の配布を依頼する。

ちょだ文学賞は、「千代田区文化芸術プラン」に基づく主要事業の

ーつであり、広く文学賞応募作品を募集するためには、できる限り多

くの人の目に触れる機会あることが望ましい。

読売新聞社は、ちょだ文学賞を共催しており、系列会社のカルチャ

ーセンターは、東京都及び近県で14か所あり、ここでは、小説講座

等も実施していることから、本事業の広報活動及び作品を募集するう

えで非常に効果が高い。

以上の理由から、下記事業者を契約の相手方として指定する。

契約の相手方

※契約年月日

8/9

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社読売新聞東京本社

千代田区大手町1-フ-1

令和

根拠規程

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

'つ0,0クク円(消費税を含む)

ぢ年?"之ぢ口

契約締結日の翌日から令和6年2月29日

地域振興部文化振興課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

i



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

外部メール送信設計及びFilezenS拡張子の追加業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他
＼

要

選定理由

システム更改前に実装していたメーリングリストを用いたメール送信機能お

よび大容量ファイル送受信装置における圧縮ファイル拡張子の取扱いにっい

て再実装要望が多いことから、当該機能実装のためのシステムへの設定変更

を実施するものである。

当該システム変更作業は、現在全庁LANのネットワークシステムとして

稼働しているサーバ機器類の設定変更を含む作業となり、既存の全庁L

ANネットワークシステムと密接不可分なものである。既存システム

の開発・運用事業者以外の者にシステムの増設・改修等を履行させる

と既存の全庁LANの運用に著しく支障が生じる恐れがある。

以上の理由により、、当該システム導入時の構築を実施した下記事

業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

8中y

※契約年月日

※契約金額

名称
、、

契約期間

＼ 所在地

東日本電信電話株式会社

東京都港区西新橋三丁目22番8号

担当課

弓年9月/8、ロ令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日~令和5年11月30日
、、

、、
政策経営部情報システム課

ぢ4ヲ十ddc)

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
＼

円(消費税を含む)

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

戸籍証明書送受信システム導入等業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

選定理由

物品・委託、その他

本庁舎と出張所間で従来 FAX にて送受信していた戸籍証明書につ

いて、総合住民サービスシステムのネットワークを利用した、高速で

安定的な戸籍証明書送受信システムを導入する。

総合住民サービスシステムは、下記業者が開発したものであり、シ

ステム構成する機器を総合住民サービスステムのネットワークに組

み込むことにより、既存のネットワークを共用利用し安定的で高速

な送受信が可能となる。また既設のプリンタを共用利用することで、

出張所の省スペース対応が可能となるとともに経費節減となる。本

システムは既存の電算システムと密接不可分の関係にあり、同ーシ

ステム関係者以外の者がネットワーク、プリンタの共有を履行する

と、既存の電算システムの運用や障害時の対応に著しく支障が生じ

るおそれがある。

また、従来のF餓回線は通信状況が不安定であり、回線状況によっ

ては30分以上送受信に時間を要する場合がある。令和4年度にお

いては、回線状況の悪化により送受信不可能となり、証明書を職員が

タクシーで配送し、お客様を長時間お待たせする事態が複数回発生

した。このことから安定した回線による証明書の送受信を早急に整

える必要がある。

さらには、個人情報を含む証明書の送受信をするため、既存のネッ

トワーク利用によりセキュリティの強化も図られる。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

ワワワ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

株式会社電算

長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6

令和 ぢ年1ヨ 1/ロ

契約締結日の翌日

ち,2▽气600
から令和6年3月31日

1

円(消費税を含む)

まで

品



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

丸ビル再現VR映像資料の制作業務

特命随意契約理由書

概

工 事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕臣1、その他品

選定理由

千代田区立日比谷図書文化館に開設している常設展示室内の近代以

降のまちの歴史を紹介するコーナーにおいて、区内にあった丸ビノレの

歴史を紹介する展示を行うため、その参考資料として再現VR映像資

料の制作を行う。

本件で制作する丸ビルの再現VR映像の基礎となる資料は、すべて

下記業者が所有するものである。基礎資料の中には、約 100年近く

経過した貴重な図面資料も含まれており、状態も悪くその取扱いは慎

重を期さねばならない。資料の取扱いに不慣れな他の業者では、本業

務を行うことは難しいため、本件については資料の取扱いを熟知して

おり、かつ資料の安全を確保できる下記業者を相手方に指定する。

9ζ乙

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

し

住所

担当課

株式会社三菱地所設計

東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

1

根拠規程

令和 ぢ年9月店口

契約締結日の翌日から令和5年10月31日まで

地域振興部文化振興課

33 つQO00

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

災害対策用端末設定業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品・委託、そのイ也

選定理由

本件は、激甚災害時に駒込データセンターへの接続が不可となった場

合に、直接本庁舎LGWAN系システムを利用できる端末環境を設定す

る業務である。

下記事業者は、全庁LANシステム構築及び運用保守事業者である

全庁LANシステムの本庁舎LGWAN系システムに接続できる端末を設

定できる事業者は、既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分

の関係にあり、この業務を全庁LANシステム開発者以外の者に履行させ

た場合、責任区分が不明確になり、また、故障発生時の原因究明佶郊章修

理などの対処が困難になるなど、当該システムの運用に著しく支障があり、

業務の履行を達成できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

δ6◇

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

所在地
＼

東日本電信電話株式会社

東京都港区西新橋三丁目22番8号

担当課

ヒ年9 "?令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和5年Ⅱ月30日

L,390.000

政策経営部情報システム課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

1

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

機微情報等の検出管理システムのレンタル

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品委託、その他

選定理由

インターネット接続系に保存されているファイノレサーバ(konya02)よ

り、情報の機密性を担保し、情報管理を向上させるために個人情報、

要配慮個人情報、マイナンバー等の情報を検出し、管理できるよう、そ

の管理システムをレンタノレする。

契約の相手方

機微情報等の検出管理システムのサーバレンタル事業者は、機微情

報等の検出管理システムをサーバにセットし、レンタノレできる唯一の

事業者のため、下記事業者を契約の相手方に指定する。

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

869

契約期間

株式会社JMC 営業2課

東京都港区浜松町1-30-5

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ぢ年9月19 0

令和5年10月1日~令和6年3月31日

政策経営部情報システム課

/ 3,9 ?入Opd

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

、

円(消費税を含む)

1



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

英語合宿実施業務

特命随意契約理由書

概

工 事

物

要

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

口
ロロ

選定理由

物品・委託、の他

使用言語を英語に限定した合宿生活を通して、集中的に英語力の強

化を図る。また、学校で学んだ英語を実際に利用するととで、習得を

確かなものとする。

英語合宿の実施にあたっては、次の4点が必須条件である。

1.中学校2年生を対象としたレベルの英語を用いた合宿カリキュ

ラムを有していること。

2.講師は、英語を母国語、あるいは第2言語として使用しており、

かつ適切に生徒を指導できる能力を備えていること。

3.本校から片道4時間程度の場所に施設があること。

4.2年生159名が同時に滞在できる施設を有していること。

契約の目的を達成するためには、能力その他複数の条件を満たすこ

とが必要であって、ーつーつの条件については、それを満たすものが

複数存在するが、全ての条件を満たすものが1者に限られる。

このことから、下記事業者を契約の相手方に指定する。

822、

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

所在地

(合宿場所

契約期間

株式会社ブリティッシュ・ヒノレズ

千代田区内神田2-13-9

福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1-8)

担当課

令和夕年

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目について1才、契約担当課で記入します。

1

契約締結日の翌日から令和6年1月31日

9月26 0

九段中等教育学校経営企画室

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

4,ワ「10,000 円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

iP加用アプリケーションの購入

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

概

物品

選定理由

要

物品・委託、その他

区内特別支援学級・通級に配備されているipad110台に授業で使用す

るアプリケーションを導入する。

令和2年度にIC1学校教育システムの回線、システム基盤、基盤系ソ
/

フトウエアやサービス等の構築・導入作業および、保守・運用業務に

ついて実施した公募型プロポーザル(令和3年3月17日、 2千子指

導発第999号決裁)の結果、下記業者に決定した。

本件、iP掘アプリケーションの購入は、購入とインストーノレが不可分

であり、保守・運用業務を行っている下記業者以外の実施は難しい。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

なお、今回導入のアプリケーションは区内教員の研究会である教育会

で検討の結果、導入を決定したものである。

別g

契約の相手方

※契約年月日

法人名

所在地

※契約金額

1

株式会社 JMC

東京都港区浜松町1-30-5

納入期限

令和ケ年

担当課

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

9月

令和5年10月3 1日

924,5'タ0円

子ども部指導課

26 0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

空調設備用自動制御機器(アクチュエータ)の購入

類

特命随意契約理由書

工

概

事

物 物口
口
ロロ

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

委託、その他

要

選定理由

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎空調設備用自動制御機器を購

入する。

本件は、九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎で設置している空調設

備用自動制御機器の購入である。空調設備に不具合が生じた場合に交

換する機器であるが、空調設備設置業者が作成したシステム制御に必

要な機器であるため下記業者を契約相手方とする。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

納入期限

ジョンソンコントローノレズ株式会社東京サービス事業部

東京都渋谷区笹塚1-50-1

担当課

タ年9" ga令和

&ぢ7

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和5年9月29日まで

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/,qぢE876 円(消費税を含む)

名
住

称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

特別展に係る模型資料の制作業務(聖橋)

特命随意契約理由書

概

工 事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委回、その他品

選定理由

令和5年度特別展(関東大震災100年「首都東京の復興ものがたり

一未来へ繋ぐ100年の記慮一」)において、展示内容に対する理解

を深めるための資料として模型の制作を行う。

本展覧会は、建造物をテーマにした構成となっており、建造物に関

する専門的知見を持っている帝都復興調査研究ワーキンググループ

の協力を得て開催することとなっている。協力内容は、展示の監修、

図録の執筆、資料の調査などで、本展覧会の重要な部分を担っている。

下記業者の日本大学理工学部理工学研究所は、上記ワーキンググル

ープのひとりである田所辰之助氏及び協力者の関文夫氏が所属して

おり、今回制作する模型に関わる部分の展示の担当協力者である。

本件で制作する模型は、展示資料と密接に関わるものであり、展示

資料の内容との整合性を取らなくてはならない。また、図面など基礎

資料で分からない細部の再現については、他の事例についてもよく研

究し、その成果を踏まえて行わなくてはならない。したがって、本件

の制作には、展示への理解と制作対象に関する専門的知識が必要不可

欠であるため、展示に携わっている者以外の制作が不可能である。よ

つて同類の模型制作の経験を有している下記業者を契約の相手先と

して指名するものである。

769

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

日本大学理工学部理工学研究所所長大月穣

東京都千代田区神田駿河台1-8-14

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

1

根拠規程

令和 弓年9月1/

契約締結日の翌日から令和5年Ⅱ月2日まで

地域振興部文化振興課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/,/クnoPゆ

日

円(消費税を含む)



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

出勤確認用 IC力ードリーダーの IP アドレス変更及び打刻データ収集ソフト

ウェア入替等作業

特命随意契約理由書

概

委託

要 人事情報総合システムリプレースに伴い、りプレース後の新環境下で出勤

用IC力ードリーダーが正常に作動するよう、1Pアドレスの変更作業、通信ソ

フトウェアの載せ替え、システムの設定及び動作確認等の作業等を実施する。

選定理由 下記業者は、出勤用IC力ードリーダー運用保守事業者である。本件は、

当該システムの特許権、著作権その他の排他的権利を有するシステム開発

者にしかできない業務であり、既設の人事情報総合システム機器、設備、

情報処理システムと密接不可分の関係となっているため、同一の開発者以

外の者に本件を履行させると既存のシステムの運用に著しく支障が生じる

恐れがある。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

90S

※契約年月日

※契約金額

人名

契約期間

在地

担当課

令和 5年

アマノ株式会社東京パーキング支店

〒H2-0004 文京区後楽 1-フ-27 後楽鹿島ビノレ3 階

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目に

対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目にっいては、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和6年1月31日まで

9月2ぢ日

政策経営部人事課

地方自治法施行令第167条の2第1項第

3/19 &.000

ノ

円(消費税を含む)

6 号

法
所



件 名

種

工事場所

(工事案件のみ)

類

特命随意契約理由書

工事

令和6年千代田区「二十歳のつどい」運営業務

概

物

士木・建設・設備・設計、測量、地覧周査・その他工事

物品・1蚕i司、その他品

要

千代田区では、20歳を迎える対象者(千代田区の小学校、中学校、中

等教育学校を卒業した区外在住者を含む)を祝福し、大人としての自覚

を促,機会として「二十歳のつどい」を実施する。

本事業は、飲食物の供給単価を決定したうえで実施するものであり、

競争性がないことから、下記条件を満たす施設で開催場所を探した。

①令和6年1月8日明ヰ周に開催可能であること。

②千代田区内に所在し、二十歳を迎える参加者と来賓招待者を合わせて

約450名分の席が用意できること。

③「二十歳のつどい」企画運営委員会のアイデアを具体化し運営する技

術力があり設備が整っていること。

④設営、りハーサノレ等を行うため、前日から会場準備が可能なこと。

ホテルニューオータニはすべての条件を満たした会場を確保すること

が可能であり、これ以外の施設では、日程その他の調整がつかず会場

を確保することができなかった。このため、ホテノレニューオータニを

運営する下記業者を契約の相手方に指定する。

選定理由

q別

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

2 号

契約期間

株式会社ニュー・オータニ

千代田区紀尾井町4-1

担当課

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目に対

応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和

根拠規程

9月qeぢ年

契約締結日の翌日から令和6年1月8日

生涯学習・スポーツ課

地方自治法施行令第167条の2第1項第

S/369,dog 円(消費税を含む)

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

ID統合管理システム構築業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

本件は、「Φ統合管理システム改修支援業務」にて要件定義した人事給与シ

ステム、新総合行政システム及びADMSで現在利用しているIDの連携にっ

いて、そのシステムの構築を行うことを目的とする。

下記事業者は、令和5年2月から稼働を開始した全庁LANシステムを

構築した事業者であり、「1D 統合管理システム改修支援業務」にてシステ

ム設計を受託した事業者である。

全庁LAN関連機器の構築・設定を行う事業者は、全庁LANシステム

に関連する既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分の関係

にあり、この業務を全庁LANシステム開発者以外の者に履行させた場合、

責任区分が不明確になり、また、トラブル発生時の原因究明・修正などの対

処が困難になるなど、当該システム及び関連システムの運用に著しく支障

が出る恐れがある。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

S96

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

所在地

東日本電信電話株式会社東京事業部

東京都港区西新橋三丁目22番8号

担当課

ぢ年9月令和 乙0日

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和6年3月31日

ζ§、 000,000

政策経営部情報システム課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

1
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